


申立手数料 
11,000円(税込)
がかかります。

申立手数料の半額5,500円(税込)を返金

申立手数料11,000円(税込)とともに、
札幌弁護士会紛争解決センターにご提出
ください。申立書の書式がお手元にない
場合は、上記センターまでお問い合わせ
ください。

申立手数料11,000円(税込)
のほか、和解が成立した場合
には、解決額に応じて成立手
数料がかかります。具体的に
は、下記の早見表をご参照く
ださい。

成立手数料は88,000円(税込)となり、申立人相手方双方
が折半して44,000円(税込)ずつ負担します。


